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労働相談全国ホットライン開設のお知らせ 
 
平素は、管理職ユニオン･関西ならびに、アルバイト・派遣・パート関西労働組合の活動にご

理解を頂きお礼申し上げます。 

この度、関東地域・労働組合ネットワークユニオン東京、東海地域・管理職ユニオン・東海

と共催で労働相談一斉取り組みを行います。 

 

 大手企業を中心に「景気回復」と言れていますが、業績は賃金抑制や下請け外注費の切り詰

めによる利益の搾り出しなどで、弊害も目立っています。社員の待遇も雇用から実質的下請け

へと低下しつつあります。これは、労働強化やサービス残業の強制などにもつながります。法

改正で雇用形態も正社員、準社員、嘱託社員、アルバイト･パート・派遣社員など多様化し労働

問題が発生し易い状態です。会社間では請負契約であるにもかかわらず実態は派遣である偽装

請負や二重派遣など職安法・労働者派遣法違反が野放し状態です。これらの職場における違法

状態が、いじめや嫌がらせ、パワハラ･セクハラの発生原因の一つとしてあります。アルバイト･

パート・派遣社員の勤務先が、使い捨て感覚の対応で有給休暇や時間外手当を認めないなども

在ります。 

解雇や退職勧奨などの雇用問題、労働条件の不利益変更、職場環境の悪化に労働者が直面した

時、気軽に相談、対処出来る場として「労働相談全国ホットライン」を開催します。 

職場のストレスやメンタルヘルスについても相談できます。 

 

 今回のホットラインは、以下の通りです。 

記 

１、 ホットライン開設期間：３月２日～４日（木金土）、午前１０時～午後６時まで。 

２、 ホットライン名称：２００６年働く困りごと！労働相談全国ホットライン 

    開設電話  大阪 ０６－６８８１－０７８１ 

神戸 ０７８－３６０－０４５０ 

３、 共催団体： 労働組合ネットワークユニオン東京      管理職ユニオン・東海 

          アルバイト･派遣・パート関西労働組合      管理職ユニオン・関西 

４、 ホットライン開催にあたってのお願い 

① 貴紙・誌、貴放送局で、事前に「労働相談全国ホットライン」開催内容の掲載・紹介を

お願い致します。事前の取材はいつでもお申し付け下さい。 

② ３月２日(木)１０時からの開催当日の取材。 

以上 
連絡先 

（大阪）管理職ユニオン・関西  大浜、仲村まで 

530-0044 大阪市北区東天満 2-2-5 第二新興ビル６０５号 

TEL 06-6881-0781   FAX 06-6881-0782 

（神戸）アルバイト･派遣･パート関西労働組合神戸事務所  内藤まで 

      650-0017 神戸市中央区楠町 2-2-13 楠ビレッジ１階 

            TEL／FAX 078-360-0450 


